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○本別町総合計画推進委員会設置規程 

昭和４６年１月２５日 

規程第２号 

改正 平成２年１月１７日規程第１号 

平成３年３月２８日規程第４号 

平成１１年６月１４日規程第４号 

平成１５年５月９日規程第４号 

平成１９年３月２６日規程第１号 

平成２７年４月３０日規程第１号 

平成３１年４月１日規程第１号 

（設置） 

第１条 本別町の住民に直結した民主的行政を実施するために住民生活を根底とした経済政策を

中心に地域開発の実態を把握し、長期的かつ総合的な開発目標を計画し新しい情勢に適応した

住民の要望に応えるため、庁内各課各部局の連絡調整機能として本別町総合計画推進委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、合理的かつ能率的な運営を確保するため各課各部局の連絡調整を図り、本別

町総合計画について審議決定し、その遂行を期する。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(１) 副町長、教育長、会計管理者、町立病院長、参事、各課長、室長、主幹、各館長、総合ケ

アセンター所長、地域包括支援センター所長、老人ホーム所長、病院事務長、健康管理セン

ター事務長、議会事務局長、選管事務局長、農委事務局長、学校給食共同調理場所長、消防

署長 

(２) その他町長が特に任命したもの 

（運営） 

第４条 委員会の委員長は、副町長をもってこれに充てる。 

２ 委員長は、会務を統轄し、会議を（部会を含む。）主宰する。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。 

（部会） 

第５条 委員会には第２条に掲げる事項を促進するため部会を設ける。 

２ 部会は次の３部会とする。 

(１) 文教厚生部会 
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(２) 産業建設部会 

(３) 総務部会 

３ 委員の部会所属は、事務局より別途通知する。 

４ 部会は、部会委員のうちから部会長を互選しなければならない。 

５ 部会長は部会の議長となり部会を掌理する。 

６ 合同部会を開催することができる。この場合の議長は、関係部会長と協議によって決める。 

（計画推進プロジェクト・チーム） 

第６条 推進委員会の下部機構として、計画推進プロジェクト・チームを組織することができる。

チーム員は町長が任命する。 

（庶務） 

第７条 委員会の事務局は、企画振興課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は、昭和４５年１２月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に第３条の規定する職にある者はこの規程による委員に任命された

ものとする。 

附 則（平成２年１月１７日規程第１号） 

この規程は、平成２年１月１７日から施行する。 

附 則（平成３年３月２８日規程第４号） 

この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年６月１４日規程第４号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年５月９日規程第４号） 

この規程は、平成１５年５月１２日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２６日規程第１号） 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月３０日規程第１号） 

この規程は、平成２７年５月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日規程第１号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

 


